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に
つ
い
て
」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

・
第
22
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

の
公
告
に
つ
い
て
（
第
２
号
）」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
23
号
「
情
報
公
開
の
実
施
状
況

の
公
表
」

（
総
務
課
秘
書
広
報
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

９
月
７
日（
水
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

役
場
３
階　

日
本
間

▼
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

役
所
や
特
殊
法
人
へ
の
苦

情
を
受
け
ま
す

　

国
、
県
、
市
町
村
な
ど
の
役
所
や

Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
特
殊
法
人
の
仕
事
に

つ
い
て
、
苦
情
、
意
見
や
要
望
を
受

け
る
の
が
行
政
相
談
会
で
す
。

▼
町
行
政
相
談
委
員

　

宮
沢　

重
正
さ
ん（
下
舘
）

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時

　

８
月
17
日（
水
）、
９
月
21
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

告　

示

・
第
59
号
「
現
金
取
扱
員
領
収
印
の

告
示
」

（
上
下
水
道
課
水
道
管
理
業
務
）

国
税
の
振
替
納
付
日
を
一

時
延
長
し
ま
す

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、

国
税
の
申
告
・
納
付
な
ど
の
期
限
が

延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
22
年
分

の
申
告
所
得
税
確
定
申
告
分
、
個
人

事
業
者
の
消
費
税
確
定
申
告
分
の
振

替
納
付
日
が
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

延
長
後
の
振
替
納
付
日
は
決
ま
り

次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

会
津
若
松
税
務
署

☎（
27
）４
３
１
１

個
人
事
業
税
の
定
期
課
税

延
期
に
つ
い
て

　

県
内
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
を

対
象
に
し
た
個
人
事
業
税
は
、
通
常

８
月
31
日（
第
１
期
分
）ま
で
と
11

月
30
日（
第
２
期
分
）ま
で
の
２
回

に
分
け
て
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
年
度
の
課
税
分
に
つ

い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
納

期
限
の
延
長
措
置
な
ど
に
よ
り
、
納

税
通
知
書
の
発
付
を
延
期
し
て
い
ま

す
。
具
体
的
な
課
税
の
時
期
は
、
確

定
次
第
、
広
報
誌
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

会
津
保
健
福
祉
事
務
所（
会
津
保
健

所
）健
康
増
進
課

☎（
29
）５
５
０
８

子
宮
頸
が
ん
予
防
接
種
の

再
開
に
つ
い
て

　

ワ
ク
チ
ン
不
足
に
よ
り
、
接
種
を

希
望
す
る
対
象
者
で
も
制
限
を
受
け

て
い
た
子
宮
頸
が
ん
の
予
防
接
種
で

す
が
、
７
月
20
日
か
ら
希
望
す
る
す

べ
て
の
対
象
者
が
接
種
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

※
対
象
者
…
中
学
１
年
か
ら
高
校
１

年
相
当
年
齢
の
女
性

　

本
町
で
は
、
対
象
者
の
接
種
に
約

９
割
の
費
用
助
成
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
接
種
１
回
に
つ
き
、
１
５
０
０

円
で
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
は
、
３

回
接
種
し
な
い
と
そ
の
効
果
が
十
分

に
期
待
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
副
反
応
、
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
や

そ
の
ほ
か
医
師
の
判
断
な
ど
に
よ
り

接
種
を
継
続
で
き
な
い
場
合
以
外
は
、

途
中
で
接
種
を
中
断
し
な
い
よ
う
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

高
校
１
年
生
相
当
年
齢
の
人
は
、

費
用
助
成
の
期
間
が
残
り
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す（
24
年
３
月
末
ま

で
）。
接
種
を
希
望
す
る
人
は
、
夏

休
み
期
中
に
１
回
目
の
接
種
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
助
成
期
間
以
外
の
接

  

詳
し
く
は
会
津
地
方
振
興
局
県
税

部
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

会
津
地
方
振
興
局
県
税
部

☎（
29
）
　
５
２
５
１

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

の
更
新
を
延
長

　

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人
は
、
毎
年
７
月
に

更
新
申
請
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
東
日
本
大
震
災

後
の
県
内
の
状
況
を
踏
ま
え
、
有
効

期
限
を
１
年
延
長
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
新
し
い
特
定
疾
患
医
療
受
給

者
証
は
、
県
か
ら
直
接
受
給
者
の
皆

さ
ん
に
郵
送
さ
れ
る
予
定
で
す
。

▼
対
象
に
な
る
人

　

有
効
期
限
が
23
年
９
月
30
日
ま
で

の
、
福
島
県
の
受
給
者
証
を
持
っ
て

い
る
人

▼
新
し
い
受
給
者
証
の
有
効
期
間

　

10
月
１
日
か
ら
24
年
９
月
30
日
ま

で
　

新
し
く
送
付
さ
れ
た
受
給
者
証
の

内
容
に
変
更
や
追
加
な
ど
が
あ
る
場

合
は
、
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
ほ
か
不
明
な
点
は
会
津
保
健

福
祉
事
務
所（
会
津
保
健
所
）に
問

種
は
、
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
も
全

額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
険
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

高
齢
者
や
障
害
者
の
人
権

を
守
る
た
め
に

　

９
月
５
日（
月
）か
ら
11
日（
日
）

ま
で
の
７
日
間
は
、
全
国
一
斉「
高

齢
者
・
障
害
者
の
人
権
あ
ん
し
ん
相

談
」強
化
週
間
で
す
。
身
体
的
・
心

理
的
虐
待
、
差
別
や
い
や
が
ら
せ
な

ど
高
齢
者
や
障
害
者
の
抱
え
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
、
電
話
相
談
を
実
施

し
ま
す
。
相
談
に
は
人
権
擁
護
委
員

と
法
務
局
職
員
が
応
じ
ま
す
。

▼
時
間　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

７
時
ま
で（
た
だ
し
10
日
・
11
日
は

午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

▼
相
談
電
話

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

▼
問
い
合
わ
せ
先　

福
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
２
４（
５
３
４
）１
９
９
４

　

期
間
中
は
、
町
で
も
人
権
擁
護
委

員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
気
軽
に
相
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税　

金

・
第
74
号
「
債
権
差
押
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

公　

告

・
第
19
号
「
職
員
採
用
候
補
者
試
験

の
実
施
に
つ
い
て
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
20
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

に
よ
る
不
動
産
の
最
高
価
申
込
者
決

定
に
つ
い
て
（
第
１
号
）」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
21
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

・
第
60
号
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
・
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
」

（
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
業
務
）

・
第
61
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
62
号
「
充
当
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
63
号
「
延
滞
金
督
促
状
の
公
示

送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
64
号
「
議
会
定
例
会
招
集
（
23

年
６
月
）」（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
65
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
66
号
「
配
当
計
算
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
67
号
「
充
当
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
68
号
「
公
売
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
69
号
「
交
付
要
求
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
70
号
「
差
押
書
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
71
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
72
号
「
差
押
書
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
73
号
「
猪
苗
代
町
営
牧
場
に
係

る
放
牧
期
間
の
告
示
」

（
農
林
課
農
林
業
務
）

掲
示
板

保　

健

相　

談

お盆期間中の町内医療機関の診察日をお知らせします

○会津若松市休日緊急医割当（８月 14 日）
●小児科　いとう子どもクリニック（門田町黒岩字大坪 180）　☎（27）4601
●内科系　加藤内科小児科医院（川原町 1-13）　☎（27）2732
●外科系　あみウィメンズクリニック（八角町 4-21）　☎（37）1456

○会津若松市夜間急病センター（山鹿町１－ 22）☎（28）1199
　受付時間　18：30 ～ 22：30（年中無休）

浅見クリニック ８月 12 日は午前中診療
13 日から 16 日は休診　17 日から診療を開始

小川医院 ８月 12 日は休診、13 日は１日診療
14 日から 16 日は休診　17 日から診療を開始

かねこクリニック ８月 12 日は午後 4 時まで診療
13 日から 16 日は休診　17 日から診療を開始

野崎医院 ８月 12 日から 15 日まで休診
16 日から診療を開始

マリアクリニック ８月 12 日は１日診療
13 日から 16 日は休診　17 日から診療を開始

矢吹医院 ８月 12 日は１日診療
13 日午後から 16 日は休診  17 日から診療を開始

六角医院 ８月 12 日は１日診療
13 日から 16 日は休診　17 日から診療を開始

町立猪苗代病院 ８月 12 日は１日診療
13 日から 16 日は休診　17 日から診療を開始


